
 

一般社団法人はれとこ 会員規約 

 

令和７年１１月２１日版 

 

 
この会員規約は（以下「本規約」という）は、一般社団法人はれとこ（以下「法

人」という）と、法人の会員制度を利用する方（以下「会員」という）との関係に

適用する 

 

（目的） 

第１条 本規約は、当法人定款第７条の規定により設置する会員制度の運営等

について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（会員の定義） 

第２条 会員とは、法人の目的に賛同し、法人に入会を認められ、法人活動を

支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。 

 

（会員の種類） 

第３条 会員は、正会員、市民ライター会員、メディアサポーター会員、およ

び賛助会員に区分する。 

 

（規約への合意） 

第４条  

(1) 会員は、入会に際して、本規約に合意しなければならない。また、入会後

は本規約を遵守しなければならない。 

(2) 会員が未成年者である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たうえで

本制度を利用しなければならない。また、会員が本制度を事業者のために

利用する場合は、当該事業者も本規約に同意したうえで本制度を利用しな

ければならない。 

 

（入会） 

第５条 入会の申込をする場合は、当法人が定めた手続きを行い、年会費を支

払う。年会費は口座振込による支払いとする。初回年会費の支払を事

務局が確認した日を以て入会の成立とし、事務局は入会確定の旨を書

面又は電磁的方法をもって通知する。 

 

（入会審査） 

第６条 入会申込があった場合は、当法人は入会審査のための臨時の理事会を

開催し、入会の承認をするか否かを決定する。 

入会審査のための臨時の理事会は、電子メール、電子会議、電話その

他の方法において行う。 

  



 

（年会費） 

第７条 会員の会費は、次のとおりとする。 

(1) 正会員 

入会金 なし  

年会費 個人 30,000円 

団体 100,000円 

 

(2) 市民ライター会員 

入会金 なし  

年会費 個人 10,000円 

 

(3) メディアサポーター会員 

入会金 なし  

年会費 個人 3,000円 

団体 30,000円 

 

(4) 賛助会員 

入会金 なし  

年会費 個人 1,000円 

団体 10,000円 

 

(5) 年会費は法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。 

(6) 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとす

る。 

 

（入会の拒絶） 

第８条 法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場

合がある。 

(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合 

(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合 

(3) 年会費が指定期限日を過ぎても未納の場合 

(4) 暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有して

いた場合 

(5) その他、前各号に準ずる場合で法人が入会を適当でないと判断した場合 

 

（会員資格及び有効期間） 

第９条 

(1) 会員の資格有効期間は、11月1日から翌年10月31日の1年間とする。なお、

正会員・市民ライター会員の下半期入会（5月から10月までの入会）の際

は、初年度のみ年会費を半額とする（メディアサポーター会員、賛助会員

は割引なし）。 

(2) 前項に定める有効期間は、有効期間終了日から2週間前までに会員又は当法

人から申出がない限り、満了の翌日に更新され1年間延長するものとし、以

後も同様とする 



(3) 資格有効期間が更新された場合、会員はその更新日から２ヶ月以内に次期

の年会費を支払わなければならない 

(4) 個人で入会した会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格

は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。 

(5) 団体で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該

資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもっ

て当法人に通知する必要がある。 

(6) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。 

 

（会員の権利） 

第１０条 第３条に定める正会員、市民ライター会員、メディアサポーター会

員、賛助会員は、次にあげる事項についての権利を有する。 

(1) 当法人が発行するニュースレターの配信を受けることができる。 

(2) 正会員は、総会における議決権を有する。 

(3) 正会員・市民ライター会員は、当法人が主催するセミナーに会員価格にて

参加することができる。 

(4) 正会員・市民ライター会員、メディアサポーター会員、賛助会員は、当法

人が主催する交流会に参加することができる。 

 

（会員情報の変更） 

第１１条 

(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やか

に書面又は電磁的方法をもってその旨を法人に通知しなければならない。 

(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、法人は一切の責任を

負わないものとする。 

 

（会員資格の喪失） 

第１２条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失す

る。 

(1) 本人から退会の申出があったとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したと

き。 

(4) 除名されたとき。 

 

（除名） 

第１３条 法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名す

ることがある。 

(1) 法人の定款等に違反したとき。 

(2) この会員規約に違反したとき。 

(3) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害

した場合。 

(4) 法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(5) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。 



 

（退会） 

第１４条 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に

退会することができる。退会届は、退会希望日からの１か月以上前ま

でに提出しなければならない。 

 

（拠出金品の不返還） 

第１５条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

但し、基金としての拠出されたものを除く。 

 

（禁止事項） 

第１６条 会員は、法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはな

らない。 

(1) 他の会員、第三者もしくは法人の財産及びプライバシーを侵害する行為ま

たは侵害する恐れのある行為。 

(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。 

(3) 法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。 

(4) 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為。 

(5) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。 

(6) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。 

(7) 特定の政党もしくは候補者を支持する選挙活動またはこれに類似する一切

の行為。 

(8) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。 

(9) その他、不適切と法人が判断する行為。 

 

（個人情報の保護） 

第１７条 法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規

を遵守し、当法人のプライバシーポリシーに従って適切に扱う。次の

各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。 

(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。 

(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。 

(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性が

あり、それらを保護のために必要と認められる場合。 

(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得

ることが難しい場合。 

 

（損害賠償） 

第１８条 

(1) 会員が、法人の定款および本規約に反し、またはそれに類する行為によっ

て法人が損害を受けた場合、当該会員は、法人が受けた損害を法人に賠償

することとする。 

(2) 前項の規定は、第１２条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力

を有するものとする。 

 



（免責条項） 

第１９条 

(1) 会員は、自身の責任において本制度を利用するものとし、本制度において

行った一切の行為及びその結果については会員自身が責任を負うものとす

る。 

(2) 会員が法人の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場

合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、法人

は一切の責任を負わないものとする。 

(3) 前項の規定は、第１２条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力

を有するものとする。 

 

（会員規約の変更） 

第２０条 法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経

て、本規約を変更することができる。 

 

（協議事項） 

第２１条 本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項に

ついては､法人と会員は誠実に協議する。 

 

（準拠法及び裁判管轄） 

第２２条 

(1) 本規約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。 

(2) 本規約または本制度に起因または関連して紛争等が生じた場合、岡山地方

裁判所または倉敷簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

(3) 会員は、自身の責任において本制度を利用するものとし、本制度において

行った一切の行為及びその結果については会員自身が責任を負うものとす

る。 

 

 

 
附 則 

この規程は、令和３年８月１日から施行する。 
 

 

改訂履歴 

令和５年９月２０日 一部改定 

令和６年１０月３日 「一般社団法人はれとこ 会員規約」とし全面改定 

令和７年１１月２１日 一部改定 

 

 


